
iKKA 陥 010 平 成 16年 (2004年 ) 5月 10日 発行

求来た力かって環境のか―タルアル ドイプー

RIKKA REPORT
立華工業株式会社 静 岡県富士市本市場 422の1〒416-0906:清水支店・静岡営業所
阻 LO鉛 ‐61-8範 2 F基 0545‐63,9654_URL猟 寧 //― V=敗 a.cOjp         ―

作業環境測定における
管理温度の見直 しが

検討されています

労働安全衛生法 によ り、粉 じん、有機溶剤、特定化学物質
等のばく露 によ り健康障害を生 じさせるおそれのある作業場
においては、作業環境測定が義務づけられていますが、その
良否を判断するための評価基準 に 「管理濃度」が定め られて
います。

平成 1 4年3月 よ り、現在定め られている 「管理濃度」の見
直 しが検討 されてきま したが、その検討結果 (案)が 示 され
ました。  |
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作業環境。大気・臭気・騒音・振動の測定

:富士本社 環 境分析部 分析 1課  望 月裕。中西
(大気・臭気・騒音・振動 担 当)

局所排気装置 ・プッシュプル型排気装置の設計 ・施エ
:富士本社 環 境技術部      尾 崎 。後離明雄



管理濃度等検討会検討結果 (案)抜 粋     平 成1 5年7月2 9日
1 .管 理濃度

物 質  名 管 理 濃 度

現  行 改 正  案
アセ トン 750ppm 500ppm

イソプロピルアルコール 400ppm 200ppm

エチ レング リコールーモノーノルマル ーブテル
エーテル  (別 名プチルセロソルプ)

25ppm 25ppm

キシレン 100ppm 50ppm

酢酸イソプロピル 250ppm 100ppm

酢酸イソベンチル (別名 酢酸イソアミル) 100ppm 100ppm

酢酸エテル 400ppm 200ppm

酢酸 ノルマル ープテル 150ppm 150ppm

酢酸 ノルマル ーベンチル

(別名 酢 酸 一ノルマルアミル)

100ppm 100ppm

ジクロルメタン (別名 工 塩化メチ レン) 100ppm 50ppm

ステ レン 50ppm 20ppm

テ トラクロルエテレン

( 別名 パ ークロルエテ レン)

50ppm 50ppm

トリクロルエチレン 50ppm 25ppm

ノルマルヘキサン 50ppm 40ppm

1-プ タノール 25ppm 25ppm

カ ドミウム及びその化合物 C d として

0日05mg/m3

C d として

0.05mg/m3
クロム酸及びその塩 C r として

0日05mg/m3

C r として

0.05mg/m3

重クロム酸及びその塩 C r として

0.05mg/m3

C r として

0.05mg/m3

水銀及びその無機化合物

(硫化水銀を除く。)

H gとして

0口05mg/m3

H gとして

0.025mg/m3
ベ リリウム及びその化合物 B e として

0.002mg/m3

B e として

0コ002mg/m3
マンガン及びその化合物

(塩基性酸化マンガンを除く)

M n として

lmg/m3

M n として

0.2 mg/m3

鉛及びその化合物 P b として

0日lmg/m3

P b として

0,05mg/m3
ベンゾトリクロリド 定めな い

アクリルアミド 0.3mg/m3 0。3mg/m3

塩化 ビエル 2ppm 2ppm

塩  素 0.5ppm 0.5ppm

シアン化カ リウム C N として

5mg/m3

C N として

3mg/m3

シアン化水素 5ppm 3ppm

シアン化ナ トリウム C Nとして

5mg/m3

C Nとして

3mg/m3

臭化メチル 5ppm 5ppm

パラーニ トロクロルベンゼン lmg/m3 0.6mg/m3

弗化水素 3ppm 2ppm

硫化水素 10ppm 5ppm



物 質  名 管 理 濃 度

現  行 改 正  案
二酸化駐L素 ヒ素として

3μg / m 3
石 綿

(アモサイ ト及びクロシ ドライ トを除 く。)

2本 / c  m 3

( 5μm以上の繊維

として)

0。15本/c m3

《検討概要》

AC G I Hは0 . 1本/ c  m 3を勧告 しているが、これは現在否定されている 「石綿肺を予防す
れば、肺がんが防止できる」 という考え方を採用 していることか ら不適切であ り、ま
た、できるだけ低 い値を設定するという観点か ら、測定技術を考慮 して、管理濃度は
現在の 2本 / c  m 3 (ァモサイ ト及びクロン ドライ トを除 く)を 0。1 5本/ c  m 3に引き下げる
ことが適当である。

現在、経過措置 として、アモサイ ト及びクロン ドライ トの管理濃度はそれぞれ
2本 / c  m 3及び0 , 2本/ c  m 3とされているが、アモサイ ト及びクロシ ドライ トについても、
上記 と同様の理由によ り0. 1 5本/ c  m 3に弓|き下げることが適当である。
ベンゼン 10ppm lppm

粉 じん

Q :遊 離けい酸

含有率 ( % )

Q :遊 離けい酸

含有率 ( % )
《検討概要》

(1 )現行管理濃度の根拠 とな った 日本産業衛生学会の許容濃度は、 2型 以上の じん肺罹
患率が 5%と なるかもしれないば く露濃度であ り、ば く露防止を徹底 させる観点か

ら最近の文献等を参考 に見直 しする必要があること、

(2 )石英、ク リス トバライ ト、 ト リジマイ トの体内での挙動は大きく異なるものではな
いこと等か ら、 これ らの物質 ごとではな く、結晶質 シ リカ総体 として管理濃度を定
めたほうが適当であること、

(3 ) A C c t Hの レス ピラブル粒子の定義 (相対沈降径が 4μ mの ときに透過率 50 %

となる等の分粒特性)を 吸入性粉 じんの定義 とすることが適当であることか ら、現
行管理濃度 と同様 に混合物 に対する一般的なば く露限界の考え方を踏まえ、 AC G l
Hの 結晶質 シ リカ (レス ピラブル粒子)の 勧告値0, 0 5 m g / m 3及び レス ピラプル粉 じんの

勧告値3m g / m 3を代入 して、3. 0 / ( 0 . 5 9 Q t l )とすることが適当である。

2 .「 化学物質 による健康影響を防止するための指針」 に掲げる物質に係る

作業環境評価に使用する濃度

*文 中の機関正式名称

産衛学会 :日本産衛学会計容濃度 ( 2 0 0 2 )
ACGIH   : American Conference of Covernmental industriat Hygienists

(米国産業衛生専門家会議) A C G l H  T L V―T W A ( 2 0 0 2 )

物  質  名 作業環境評価 に使用する濃度

酢酸 ビニル 10ppm

p―ジクロロベンゼン 10ppm

ビフェエル 0.2ppm



局所排気装置口施工例

局所排気フード(側方外付式1/4ス ロット型)

局所排気フードの気流


